
 

新庁舎の建設予定地に関する決議 

  

 広島県，広島市，安芸郡府中町及び海田町の四者による広島市東部地区連続立体交差事

業が合意され，広島県の都市計画審議会において見直し案が決定される状況であることか

ら，本町においても，その事業の推進を図る意味からも早期に事業用地として旧広島県海

田庁舎敷地（海田町南昭和町地１０４９番１）を決定し，連続立体交差事業の支障を取り

除くことを目的に新庁舎の位置をあらかじめ定め，議会としてその機関意思であることを

確認し，併せてこの趣旨を十分に理解し，迅速に事務等を進めるよう執行部に求めるもの

である。 

  

以上決議する。 

 

  平成３０年３月６日 

 

                       海  田  町  議  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


